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告 示■

◎群馬県告示第１５２号

群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第１４６条の１０第２項の規定により交付した次の免税軽油

使用者証について、亡失した旨の報告があったので、無効とする。

令和２年５月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

使用者証 免税軽油使用者証を交付した
業種 有 効 期 間 亡失年月日

番 号 事務所

農業 07-00395 平成３０年４月１日から 吾妻行政県税事務所 平成３０年１１月１
令和３年３月３１日まで 日

◎群馬県告示第１５３号

群馬県情報公開条例（平成１２年群馬県条例第８３号）第３９条の規定により、令和元年度における公文書の開

示等についての実施状況を次のとおり公表する。

令和２年５月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 知事が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

請 県庁 ３２５
求
先 地域機関等 １，１１３

請 求 件 数 １，４３９

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者２１３件、県内に事務所を有する団体５６５件、県外に住所を有

する者２９９件及び県外に事務所を有する団体３６１件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

元年度に 不存在等
処 理 の 内 容

区 分 決定した対
象公文書数 部分開示 非 開 示 件 数

開 示
(うち即日開示)

元年度 ６，７０３ ６，１３０ ５３８ ３５ １０３
(７８６)

繰 越 － － － － －
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(3) 審査請求の状況

（単位：件）

審査請求 処 理 の 内 容

裁 決
繰 越 請 求

取下げ 審査中
却 下 棄 却 認 容件 数 件 数

一 部
認 容

２ ６ ０ ３ ０ ０ ０ ５

注 表中、「審査請求」「裁決」には、平成２８年４月１日付け改正前の条例における「不服申立て」「決

定」に係るものを含む。以下同じ。

２ 議会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

議 会 ２０

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者１３件、県内に事務所を有する団体５件、県外に住所を有する者

１件及び県外に事務所を有する団体１件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

元年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

元年度 ２８ ２２ ６ ０ ３

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況 なし

３ 教育委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

教育委員会 ４３

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者１６件、県内に事務所を有する団体１６件、県外に住所を有する

者１件及び県外に事務所を有する団体１０件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

元年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数
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元年度 １２５ ５１ ６３ １１ １４

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況

（単位：件）

審査請求 処 理 の 内 容

裁 決
繰 越 請 求

取下げ 審査中
却 下 棄 却 認 容件 数 件 数

一 部
認 容

１ １ １ ０ １ ０ ０ ０

４ 選挙管理委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

選挙管理委員会 １２

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者３件、県内に事務所を有する団体３件、県外に住所を有する者３

件及び県外に事務所を有する団体３件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

元年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

元年度 ２５３ ２１５ ３８ ０ ３

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況 なし

５ 人事委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

人事委員会 １

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者１件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

元年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数



6

第９８０３号令和２年５月２９日（金） 群 馬 県 報

元年度 ２ ０ ２ ０ ０

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況 なし

６ 監査委員が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

監査委員 １

注 請求者の内訳は、県内に事務所を有する団体１件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

元年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

元年度 ４ ０ ４ ０ ０

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況

（単位：件）

審査請求 処 理 の 内 容

裁 決
繰 越 請 求

取下げ 審査中
却 下 棄 却 認 容件 数 件 数

一 部
認 容

０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０

７ 公安委員会が管理する公文書

(１)公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

公安委員会 １

注 請求者の内訳は、県外に住所を有する者１件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

元年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

元年度 ０ ０ ０ ０ １
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繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況 なし

８ 警察本部長が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

警察本部長 １０３

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者３９件、県内に事務所を有する団体２１件、県外に住所を有する

者１３件及び県外に事務所を有する団体３０件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

元年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

元年度 ２７０ ５８ ２１２ ０ ２３

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況

（単位：件）

審査請求 処 理 の 内 容

裁 決
繰 越 請 求

取下げ 審査中
却 下 棄 却 認 容件 数 件 数

一 部
認 容

２ ２ ０ １ １ ０ ０ ２

９ 労働委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数 ０件

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数 ０件

(3) 審査請求の状況 なし

１０ 収用委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数 ０件

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数 ０件

(3) 審査請求の状況 なし

１１ 内水面漁場管理委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数 ０件

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数 ０件

(3) 審査請求の状況 なし

１２ 企業管理者が管理する公文書
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(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

企業管理者 ３５

注 請求者の内訳は、県内に事務所を有する団体１３件、県外に住所を有する者１１件及び県外に事務所を有

する団体１１件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

元年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

元年度 ３８３ ３８３ ０ ０ １

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況 なし

１３ 県が設立した地方独立行政法人が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数 ０件

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数 ０件

(3) 審査請求の状況 なし

１４ 住宅供給公社が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

住宅供給公社 ２

注 請求者の内訳は、県内に事務所を有する団体２件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

元年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

元年度 ２ ２ ０ ０ ０

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況 なし

◎群馬県告示第１５４号

群馬県個人情報保護条例（平成１２年群馬県条例第８５号。以下「条例」という。）第３５条の規定により、令
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和元年度における条例の運用状況を次のとおり公表する。

令和２年５月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 個人情報取扱事務の登録件数

（単位：件）

実施機関名 登録件数

知事 １，８９１
（４４）

議会 ３９

教育委員会 ２２７
（３）

選挙管理委員会 ２１

人事委員会 ２０

監査委員 １０

公安委員会 ５

警察本部長 １５４

労働委員会 １３

収用委員会 ７

内水面漁場管理委員会 ５

企業管理者 ２０

県が設立した地方独立行政法人 ６７

合 計 ２，４７９
（４７）

注 括弧内は、特定個人情報を取り扱う事務の内数である。

２ 開示請求件数、訂正請求件数及び利用停止請求件数

(1) 開示請求件数

（単位：件）

実施機関名 書面による請求 口頭による請求 合計請求件数

知事 ６３ ３６４ ４２７

教育委員会 ４ ３，８５５ ３，８５９

人事委員会 １ １３６ １３７

警察本部長 １３６ ０ １３６

県が設立した地方独立行政法人 ０ １２３ １２３
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合 計 ２０４ ４，４７８ ４，６８２

注１ 他の実施機関については、開示請求なし。

２ 口頭による開示請求については、令和２年３月末日までに開示期間が開始したものを対象とし、開示請

求件数については、当該期間満了までの件数とした。

(2) 訂正請求件数 ０件

(3) 利用停止請求件数 ０件

３ 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する処理の内容

(1) 開示請求に対する処理内容

（単位：件）

区 分 書面による請求 口頭による請求 合 計

開 示 請 求 ２０４ ４，４７８ ４，６８２

開 示 決 定 ６２ ４，４７８ ４，５４０
処

部 分 開 示 決 定 ２１６ ０ ２１６
理

非 開 示 決 定 ０ ０ ０
内

不 存 在 決 定 等 ２４ ０ ２４
容

取 下 げ １ ０ １

注１ 一つの開示請求について、複数の決定処分を行う場合があるので、処理内容の合計件数と開示請求の件

数は、一致しない場合がある。

２ 不存在決定等には、拒否決定及び条例第１５条の規定による存否を明らかにしない決定を含む。

(2) 訂正請求に対する処理内容 なし

(3) 利用停止請求に対する処理内容 なし

４ 審査請求の状況

（単位：件）

審査請求 処 理 の 内 容

裁 決
繰 越 請 求

取下げ 審査中
却 下 棄 却 認 容件 数 件 数

一 部
認 容

４ ５ ０ ３ １ ０ ４ １

注 表中、「審査請求」「裁決」には、平成２８年４月１日付け改正前の条例における「不服申立て」「決定」

に係るものを含む。

◎群馬県告示第１５５号

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第２７条第１項に規定する指定試験機関を指定したので、
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同法第２７条の１５第１号の規定により告示する。

令和２年５月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 一般財団法人日本准看護師推進センター 東京都文京区本駒

込二丁目２８番１６号

２ 指定試験機関が行う試験事務の範囲

(1) 試験問題の作成

(2) 答案の採点

(3) その他試験実施に関する必要な事務

３ 指定試験機関に試験事務を行わせることとした日 令和２年４月１日

◎群馬県告示第１５６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県太田土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年５月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日
道路の
種 類

県道 大原境三ツ木 太田市新田大根町９７４番の４地先から同市同９７４番 令和２年５月２９日
線 の１地先まで

◎群馬県告示第１５７号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定により、電線共同溝を整

備すべき道路を次のとおり指定した。

令和２年５月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の種類 路線名 区 間

県道 高崎駒形線 高崎市上大類町９０４番１地先から同市同町１１６３番地先までの
上下線

労働委員会告示■
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◎群馬県労働委員会告示第２号

地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）第５条第２項の規定により、群馬県企業

局の職員が結成し、又は加入する群馬県企業局労働組合について、群馬県企業局の職員のうち労働組合法（昭和２

４年法律第１７４号）第２条第１号に規定する者の範囲を令和２年５月１４日次の表のとおり認定した。

なお、地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条第２項の規定による認定の告示（平成２７年群馬県労働委

員会告示第１号）は、廃止する。

令和２年５月２９日

群馬県労働委員会会長 清 水 敏

県 庁 企業局長、技監、参事、課長、室長、主監、電気保安監、次長（主として人事及び労働関係を担当
する次長に限る。）、経営戦略課総務係長及び財政係長並びに経営戦略課において人事又は労働関
係の事務を担当する職員

地域機関 所長、部長及び次長（主として人事及び労働関係を担当する次長に限る。）

毎週火､金曜日発行
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